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五－

フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）－

Ｎ－

（
二－

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン－

二－

イ
ル
）－

一
Ｈ－
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﹈
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地　
　

光　
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㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

イ　

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

政
治
団
体

の

名

称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

公
職
の
種
類

（
第
一
号
）

公
職
の
候
補
者

の
氏
名
及
び
公

職
の
種
類
（
第

二
号
）

届
出
年
月
日

伊
東
広
治
後
援

会

伊
東　

広
治

伊
東　

広
治

多
賀
城
市
伝

上
山
一－

七

－

九

参
議
院
議
員

伊
東　

広
治
、

参
議
院
議
員

平
成
二
十
八
年

 

一
月
十
四
日

　

ロ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

い
ぬ
か
い
克
子
後
援
会

犬
飼　

克
子

佐
々
木
広
美

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
要
宮
川
原
六
八

－

一

平
成
二
十
八
年

 

一
月
十
三
日

加
川
敦
後
援
会

加
川　
　

敦

加
川　
　

敦

刈
田
郡
蔵
王
町
宮
字
町
四
〇

平
成
二
十
八
年

 

一
月
四
日

葛
西
清
を
育
て
る
会

大
沼　

克
己

葛
西
す
ず
い

刈
田
郡
蔵
王
町
遠
刈
田
温
泉
字
七
日
原

三
八
〇

平
成
二
十
八
年

 

一
月
二
十
二
日

か
つ
ぬ
ま
栄
明　

河
北

・
北
上
・
雄
勝
後
援
会

千
葉　

征
規

今
野　

国
彦

石
巻
市
駅
前
北
通
り
二－

九－

一

平
成
二
十
八
年

 

一
月
十
三
日

齋
藤
英
之
後
援
会

佐
藤　

徹
男

佐
藤　

美
道

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
塩
沢
字
天
王
七
一

－

一
八

平
成
二
十
八
年

 

一
月
二
十
一
日

そ
の
だ
修
光
仙
台
後
援

会

千
田　

勝
見

庄
子　

清
典

仙
台
市
青
葉
区
花
京
院
一－

一－

三
〇

平
成
二
十
八
年

 

一
月
十
八
日

千
坂
博
行
後
援
会

千
坂　

博
行

千
坂
美
也
子

黒
川
郡
大
和
町
鶴
巣
大
平
字
植
田
四
五

平
成
二
十
八
年
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一
月
十
四
日

宮
城
維
新
の
会

吉
田　
　

良

吉
田　

良
秋

名
取
市
大
手
町
一－

六－

一

平
成
二
十
八
年

 

一
月
二
十
九
日

〇
宮
選
管
告
示
第
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

維
新
の
党
衆
議
院
宮
城

県
第
２
選
挙
区
支
部

林　
　

宙
紀

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
青
葉
区
上

杉
一－

三－

二
二

仙
台
市
若
林
区
六

丁
の
目
南
町
一－

四
〇

平
成
二
十
八
年

 

一
月
一
日

自
由
民
主
党
宮
城
県
看

護
連
盟
支
部

冨
田
き
よ
子

会
計
責
任
者

の

氏

名

冨
田
き
よ
子

神
林
美
和
子

平
成
二
十
七
年

 

十
二
月
一
日

自
由
民
主
党
宮
城
県
薬

剤
師
支
部

佐
々
木
孝
雄

会
計
責
任
者

の

氏

名

廣
重　

憲
生

瀬
戸　

敏
之

平
成
二
十
七
年

 

七
月
二
十
六
日

自
由
民
主
党
宮
城
県
仙

台
市
泉
区
第
一
支
部

野
田　
　

譲

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
泉
区
上
谷

刈
三－

七－

二
九

仙
台
市
泉
区
南
光

台
七－
二
四－

五

二

平
成
二
十
七
年

 

十
一
月
一
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

榊
原　

康
寛

佐
藤　

和
則

自
由
民
主
党
宮
城
県
第

五
選
挙
区
支
部

勝
沼　

栄
明

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

石
巻
市
駅
前
北
通

り
二－

九－

一

石
巻
市
大
街
道
東

四
丁
目
二－

一
一

平
成
二
十
八
年

 
一
月
二
十
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

橋
本　
　

博

遠
藤　

利
信

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

赤
間
次
彦
後
援
会

山
田　

清
一

会
計
責
任
者

の

氏

名

赤
間　

叔
子

伊
藤　
　

強

平
成
二
十
八
年

 

一
月
八
日

Ｍ
Ｓ
Ｓ
政
策
研
究
会

新
沼　

福
也

会
計
責
任
者

の

氏

名

橋
本
順
一
郎

松
原　

祐
介

平
成
二
十
七
年

十
二
月
二
十
八
日

小
野
寺
五
典
後
援
会

石
川　

雅
治

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

気
仙
沼
市
魚
市
場

前
七

－

一
三

気
仙
沼
市
八
日
町

一

－

二

－

一
〇

（
二
階
）

平
成
二
十
八
年

 

一
月
一
日

佐
藤
と
し
ふ
み
後
援
会

佐
藤　

敏
文

代

表

者

佐
藤　

敏
文

山
家　

一
彦

平
成
二
十
八
年

の

氏

名

 

一
月
二
十
七
日

都
市
政
経
懇
話
会

岡　

ミ
チ
子

代

表

者

の

氏

名

岡　

ミ
チ
子

岡　
　

征
男

平
成
二
十
六
年

 

十
月
二
十
一
日

宮
城
県
看
護
連
盟

冨
田
き
よ
子

会
計
責
任
者

の

氏

名

冨
田
き
よ
子

神
林
美
和
子

平
成
二
十
七
年

 

十
二
月
一
日

宮
城
県
藤
井
基
之
薬
剤

師
後
援
会

佐
々
木
孝
雄

会
計
責
任
者

の

氏

名

廣
重　

憲
生

瀬
戸　

敏
之

平
成
二
十
七
年

 

七
月
二
十
六
日

宮
城
県
薬
剤
師
連
盟

佐
々
木
孝
雄

会
計
責
任
者

の

氏

名

廣
重　

憲
生

瀬
戸　

敏
之

平
成
二
十
七
年

 

七
月
二
十
六
日

〇
宮
選
管
告
示
第
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

維
新
の
党
宮
城
県
第
１
区
支
部

畠
山　

昌
樹

平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

阿
部
ま
さ
子
後
援
会

阿
部
ま
さ
子

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
六
日

岡
い
く
お
後
援
会

丹
野　
　

實

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
一
日

葛
西
清
を
育
て
る
会

（
設
立
届
出
年
月
日　

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
四
日
）

大
沼　

克
己

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

木
村
正
義
後
援
会

遠
藤　

賢
一

平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日

さ
さ
き
征
治
後
援
会

鎌
田
世
津
子

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

佐
藤
正
友
後
援
会

伊
藤　

捷
治

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

地
域
社
会
研
究
会

千
葉　
　

達

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
日

千
葉
と
お
る
後
援
会

千
葉　
　

達

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
日

寺
沢
ま
さ
し
後
援
会

馬
場　

修
三

平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日

寺
沢
ま
さ
し
七
ヶ
浜
後
援
会

鈴
木　
　

勲

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

寺
沢
ま
さ
し
政
経
フ
ォ
ー
ラ
ム

寺
澤　

正
志

平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日

都
市
政
経
懇
話
会

岡　

ミ
チ
子

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
一
日
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松
川
利
充
後
援
会

藤
元　
　

寛

平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日

水
沢
ち
こ
う
（
智
孝
）
後
援
会

村
上　

哲
也

平
成
二
十
七
年
十
一
月
八
日

目
黒
啓
治
後
援
会

引
地　

芳
郎

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
七
日

渡
辺
よ
し
お
後
援
会

星　
　

春
男

平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日

〇
宮
選
管
告
示
第
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
五
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
六
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
七
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

葛
西
清
を
育
て
る
会

報
告
年
月
日
　
28. １

. 22（
27. ３

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

岡
い
く
お
後
援
会

報
告
年
月
日
　
28. １

. 28（
26. 10. 21解

散
）

１
　
収
入
総
額

25,697

　
　
　
前
年
繰
越
額

25,697

２
　
支
出
総
額

0

葛
西
清
を
育
て
る
会

報
告
年
月
日
　
28. １

. 22（
27. ３

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

都
市
政
経
懇
話
会

報
告
年
月
日
　
28. １

. 28（
26. 10. 21解

散
）

１
　
収
入
総
額

439,075

　
　
　
前
年
繰
越
額

439,075

２
　
支
出
総
額

0

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
政
党
の
支
部
）

維
新
の
党
宮
城
県
第
１
区
支
部

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分
　
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号

公
職
の
候
補
者
の
氏
名
　
畠
山
　
昌
樹

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類
　
衆
議
院
議
員

報
告
年
月
日
　
28. １

. 21（
27. 12. 31解

散
）

１
　
収
入
総
額

103,622

　
　
　
前
年
繰
越
額

103,622

２
　
支
出
総
額

103,622

３
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

103,622

　
　
　
組
織
活
動
費

97,730

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

5,892

　
　
　
　
宣
伝
事
業
費

5,892
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（
資
金
管
理
団
体
）

阿
部
ま
さ
子
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
阿
部
ま
さ
子

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
利
府
町
議
会
議
員

報
告
年
月
日
　
28. １

. 26（
28. １

. 26解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

地
域
社
会
研
究
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
千
葉
　
　
達

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
宮
城
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日
　
28. １

. 14（
27. 12. 20解

散
）

１
　
収
入
総
額

142,118

　
　
　
前
年
繰
越
額

142,118

２
　
支
出
総
額

142,118

３
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

98,000

　
　
　
備
品
・
消
耗
品
費

98,000

　
　
政
治
活
動
費

44,118

　
　
　
組
織
活
動
費

44,118

寺
沢
ま
さ
し
政
経
フ
ォ
ー
ラ
ム

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
寺
澤
　
正
志

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
宮
城
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日
　
28. １

. 27（
27. 12. 31解

散
）

１
　
収
入
総
額

1,125,000

　
　
　
前
年
繰
越
額

1,025,000

　
　
　
本
年
収
入
額

100,000

２
　
支
出
総
額

1,125,000

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附

100,000

　
　
　
政
治
団
体
分

100,000

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

1,125,000

　
　
　
寄
附
・
交
付
金

1,125,000

５
　
寄
附
の
内
訳

　
〔
政
治
団
体
分
〕

　
　
自
由
民
主
党
宮
城
県
第
四
選
挙
区
支
部

100,000
塩
竈
市

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

葛
西
清
を
育
て
る
会

報
告
年
月
日
　
28. １

. 22（
27. ３

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

木
村
正
義
後
援
会

報
告
年
月
日
　
28. １

. 27（
27. 12. 31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

さ
さ
き
征
治
後
援
会

報
告
年
月
日
　
28. １

. 14（
27. 12. 27解

散
）

１
　
収
入
総
額

1,521,668

　
　
　
前
年
繰
越
額

226,624

　
　
　
本
年
収
入
額

1,295,044

２
　
支
出
総
額

1,521,668

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
個
人
の
党
費
・
会
費
 

（
150人

）
525,000

　
　
寄
附

770,044

　
　
　
政
治
団
体
分

770,044

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

996,668

　
　
　
人
件
費

540,000

　
　
　
光
熱
水
費

62,400

　
　
　
備
品
・
消
耗
品
費

12,793

　
　
　
事
務
所
費

381,475

　
　
政
治
活
動
費

525,000
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そ
の
他
の
経
費

525,000

５
　
寄
附
の
内
訳

　
〔
政
治
団
体
分
〕

　
　
志
２
１
の
会

770,044
大
崎
市

佐
藤
正
友
後
援
会

報
告
年
月
日
　
28. １

. 21（
27. 10. 30解

散
）

１
　
収
入
総
額

35,658

　
　
　
前
年
繰
越
額

35,658

２
　
支
出
総
額

0

千
葉
と
お
る
後
援
会

報
告
年
月
日
　
28. １

. 14（
27. 12. 20解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

寺
沢
ま
さ
し
後
援
会

報
告
年
月
日
　
27. １

. 27（
27. 12. 31解

散
）

１
　
収
入
総
額

2,932,676

　
　
　
前
年
繰
越
額

33,886

　
　
　
本
年
収
入
額

2,898,790

２
　
支
出
総
額

2,552,301

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附

1,254,290

　
　
　
政
治
団
体
分

1,254,290

　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入

1,644,500

　
　
　
体
育
大
会

94,500

　
　
　
寺
沢
ま
さ
し
県
政
報
告
会

1,550,000

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

2,552,301

　
　
　
組
織
活
動
費

1,555,078

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

997,223

　
　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

997,223

５
　
寄
附
の
内
訳

　
〔
政
治
団
体
分
〕

　
　
寺
沢
ま
さ
し
政
経
フ
ォ
ー
ラ
ム

1,125,000
多
賀
城
市

　
　
寺
沢
ま
さ
し
七
ヶ
浜
後
援
会

19,290
宮
城
郡
七
ヶ
浜
町

　
　
宮
城
県
道
路
運
送
経
営
研
究
会

50,000
仙
台
市
若
林
区

　
　
塩
釜
市
歯
科
医
師
連
盟

50,000
塩
竈
市

　
　
年
間
五
万
円
以
下
の
も
の

10,000

寺
沢
ま
さ
し
七
ヶ
浜
後
援
会

報
告
年
月
日
　
28. １

. 12（
27. 12. 22解

散
）

１
　
収
入
総
額

19,290

　
　
　
前
年
繰
越
額

19,290

２
　
支
出
総
額

19,290

３
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

19,290

　
　
　
寄
附
・
交
付
金

19,290

松
川
利
充
後
援
会

報
告
年
月
日
　
28. １

. 22（
27. 12. 31解

散
）

１
　
収
入
総
額

67,000

　
　
　
前
年
繰
越
額

10,824

　
　
　
本
年
収
入
額

56,176

２
　
支
出
総
額

67,000

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入

56,176

　
　
　
政
治
活
動
報
告
会
・
役
員
会
・
懇
親
会

28,000

　
　
　
政
治
活
動
報
告
会
・
役
員
会
・
懇
親
会

28,176

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

67,000

　
　
　
組
織
活
動
費

67,000

水
沢
ち
こ
う
（
智
孝
）
後
援
会

報
告
年
月
日
　
27. 11. ８

（
27. 11. ８

解
散
）

１
　
収
入
総
額

51,138

　
　
　
前
年
繰
越
額

33,138
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〇
宮
選
管
告
示
第
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
八
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
（
代

表
者
）
の
氏

名

　

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　

指
定
年
月
日

千
坂　

博
行

大
和
町
議
会
議
員

千
坂
博
行
後
援
会

黒
川
郡
大
和
町
鶴
巣
大
平
字
植
田
四

五

平
成
二
十
八
年

 

一
月
十
四
日

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
及
び
同
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
、次
の
と
お
り
資
金
管
理
団
体
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
及
び
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

　
　
　
本
年
収
入
額

18,000

２
　
支
出
総
額

51,138

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
個
人
の
党
費
・
会
費
 

（
９
人
）

18,000

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

51,138

　
　
　
組
織
活
動
費

11,138

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

40,000

　
　
　
　
そ
の
他
の
事
業
費

40,000

目
黒
啓
治
後
援
会

報
告
年
月
日
　
28. １

. 29（
28. １

. 27解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

渡
辺
よ
し
お
後
援
会

報
告
年
月
日
　
28. １

. ６
（
27. 12. 31解

散
）

１
　
収
入
総
額

42,773

　
　
　
前
年
繰
越
額

42,764

　
　
　
本
年
収
入
額

9

２
　
支
出
総
額

42,773

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
そ
の
他
の
収
入

9

　
　
　
一
件
十
万
円
未
満
の
も
の

9

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

42,773

　
　
　
備
品
・
消
耗
品
費

42,773

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
資
金
管
理
団
体
）

阿
部
ま
さ
子
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
阿
部
ま
さ
子

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
利
府
町
議
会
議
員

報
告
年
月
日
　
28. １

. 26（
28. １

. 26解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

目
黒
啓
治
後
援
会

報
告
年
月
日
　
28. １

. 29（
28. 1. 27解

散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 
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㈠　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

取
消
年
月
日

阿
部
ま
さ
子

阿
部
ま
さ
子
後
援
会

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
六
日

千
葉　
　

達

地
域
社
会
研
究
会

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
日

寺
澤　

正
志

寺
沢
ま
さ
し
政
経
フ
ォ
ー
ラ
ム

平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日

㈡　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

資
金
管
理
団
体
で
な
く

な
っ
た
年
月
日　
　
　

岡　
　

征
男

都
市
政
経
懇
話
会

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
一
日

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
一
―
一
（
規
則
の
分
類
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九
日

 
宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
一
―
一
―
二

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
一
―
一
（
規
則
の
分
類
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
規
則
一
―
一
（
規
則
の
分
類
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
十
三
―
〇
の
系
列　

任
期
付
職
員

　

「
十
三
―
〇
の
系
列　

任
期
付
職
員
」
を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
四
―
〇
の
系
列　

退
職
管
理　

」

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
十
四
―
〇
（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
）
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
四
―
〇

　
　
　

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則

　

（
趣
旨
）

第 

一
条　

こ
の
規
則
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
三

十
八
条
の
二
及
び
第
六
十
条
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
並
び
に
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年

宮
城
県
条
例
第
八
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
退
職
管
理
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
離
職
前
五
年
間
に
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
の
役
職
員
に
類
す
る
者
）

第 

二
条　

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
離
職
前
五
年
間
に
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
の

役
職
員
に
類
す
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
再
就
職
者
（
同
項
に
規
定
す
る
再
就
職
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）
が
離
職
前
五
年
間
に
就
い
て
い
た
職
が
廃
止
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
再
就
職
者
が
当
該
職

に
就
い
て
い
た
時
に
担
当
し
て
い
た
職
務
を
担
当
し
て
い
る
役
職
員
（
同
項
に
規
定
す
る
役
職
員
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）
が
属
す
る
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
（
同
項
に
規
定
す
る
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織

等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）（
当
該
再
就
職
者
が
当
該
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行

機
関
の
組
織
等
を
除
く
。）
に
属
す
る
役
職
員
と
す
る
。

　

（
子
法
人
）

第 

三
条　

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
六
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
子
法
人
の
例
を
基
準
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
一
の
営
利
企
業
等
（
法
第
三
十

八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
営
利
企
業
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
株
主
等
（
株
主
若
し
く
は
社
員
又
は
発
起

人
そ
の
他
の
法
人
の
設
立
者
を
い
う
。）
の
議
決
権
（
株
主
総
会
に
お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の
全

部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
除
き
、
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律

第
八
十
六
号
）
第
八
百
七
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
株
式
に
つ
い
て
の

議
決
権
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
総
数
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
法
人
を
い
い
、
一
の

営
利
企
業
等
及
び
そ
の
子
法
人
又
は
一
の
営
利
企
業
等
の
子
法
人
が
株
主
等
の
議
決
権
の
総
数
の
百
分
の
五
十
を
超

え
る
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
法
人
は
、
当
該
営
利
企
業
等
の
子
法
人
と
み
な
す
。

　

（
退
職
手
当
通
算
法
人
）

第 

四
条　

法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
法
人
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行

政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

　

一　

地
方
住
宅
供
給
公
社
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
に
規
定
す
る
地
方
住
宅
供
給
公
社

　

二　

地
方
道
路
公
社
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
二
号
）
に
規
定
す
る
地
方
道
路
公
社

　

三　

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
に
規
定
す
る
土
地
開
発
公
社

　

四　

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
庫
等

　

（
退
職
手
当
通
算
予
定
職
員
）

第 

五
条　

法
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
の
特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
引
き
続
い
て
選
考
に
よ
る
採
用
が
予
定
さ
れ
て
い



（9）　平成28年２月19日　金曜日 第2734号宮　　城　　県　　公　　報

る
者
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
退
職
手
当
通
算
法
人
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
退
職
手
当
通

算
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
役
員
又
は
退
職
手
当
通
算
法
人
に
使
用
さ
れ
る
者
と
な
る
た
め
退
職
し
た
場
合

に
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給

を
受
け
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
と
す
る
。

　

（
内
部
組
織
の
長
に
準
ず
る
職
）

第 

六
条　

法
第
三
十
八
条
の
二
第
四
項
の
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
直
近
下
位
の
内
部
組
織
の
長
の
職
に
準
ず
る
職
で
あ
っ
て
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
職
と
す
る
。

　

一　

会
計
管
理
者

　

二　

出
納
局
長

　

三　

議
会
事
務
局
長

　

四 　

警
察
本
部
の
部
長
及
び
市
警
察
部
長
（
特
定
地
方
警
務
官
（
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）

第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
警
務
官
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）が
就
い
て
い
る
場
合
に
限
る
。）

　

五　

人
事
委
員
会
事
務
局
長

　

六　

監
査
委
員
事
務
局
長

　

七　

労
働
委
員
会
事
務
局
長

　

八　

企
業
局
長

　

 

（
内
部
組
織
の
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
の
役
職
員
に

類
す
る
者
）

第 

七
条　

法
第
三
十
八
条
の
二
第
四
項
の
地
方
自
治
法
第
百
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長

の
直
近
下
位
の
内
部
組
織
の
長
又
は
前
条
で
定
め
る
職
（
以
下
「
内
部
組
織
の
長
等
の
職
」
と
い
う
。）
に
就
い
て

い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
の
役
職
員
に
類
す
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
も
の
は
、
再
就
職
者
が
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に
就
い
て
い
た
内
部
組
織
の
長
等
の
職
が
廃

止
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
再
就
職
者
が
当
該
内
部
組
織
の
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
時
に
担
当
し
て
い
た
職
務

を
担
当
し
て
い
る
役
職
員
が
属
す
る
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
（
当
該
再
就
職
者
が
当
該
内
部
組
織
の

長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
を
除
く
。）
に
属
す
る
役
職

員
と
す
る
。

　

（
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
の
役
職
員
に
類
す
る
者
）

第 

八
条　

法
第
三
十
八
条
の
二
第
五
項
の
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
の
役
職
員
に
類
す
る

者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
再
就
職
者
が
離
職
前
に
就
い
て
い
た
職
が
廃
止
さ
れ
た
場
合
に
お

け
る
当
該
再
就
職
者
が
当
該
職
に
就
い
て
い
た
時
に
担
当
し
て
い
た
職
務
を
担
当
し
て
い
る
役
職
員
が
属
す
る
地
方

公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
（
当
該
再
就
職
者
が
当
該
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体

の
執
行
機
関
の
組
織
等
を
除
く
。）
に
属
す
る
役
職
員
と
す
る
。

　

（
地
方
公
共
団
体
等
の
事
務
又
は
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
業
務
）

第 

九
条　

法
第
三
十
八
条
の
二
第
六
項
第
一
号
の
地
方
公
共
団
体
又
は
国
の
事
務
又
は
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る

業
務
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
及
び
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
法
人
が
行
う

業
務
と
す
る
。

　

（
行
政
庁
等
へ
の
権
利
行
使
等
に
類
す
る
場
合
）

第 

十
条　

法
第
三
十
八
条
の
二
第
六
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
法
令
に
違
反
す
る
事
実
が
あ

る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
是
正
の
た
め
に
さ
れ
る
べ
き
処
分
が
さ
れ
て
い
な
い
と
思
料
す
る
と
き
に
、
当
該
処
分
を

す
る
権
限
を
有
す
る
行
政
庁
に
対
し
、
そ
の
旨
を
申
し
出
て
、
当
該
処
分
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
場
合
と
す
る
。

　

（
再
就
職
者
に
よ
る
依
頼
等
に
よ
り
公
務
の
公
正
性
の
確
保
に
支
障
が
生
じ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
）

第 

十
一
条　

法
第
三
十
八
条
の
二
第
六
項
第
六
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
同
号
の
要
求
又
は
依
頼
に

係
る
職
務
上
の
行
為
が
電
気
、
ガ
ス
又
は
水
道
水
の
供
給
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
継
続
的
給
付
と
し
て
人
事
委
員

会
が
定
め
る
も
の
を
受
け
る
契
約
に
関
す
る
職
務
そ
の
他
役
職
員
の
裁
量
の
余
地
が
少
な
い
職
務
に
関
す
る
も
の
で

あ
る
場
合
と
す
る
。

　

（
再
就
職
者
に
よ
る
依
頼
等
の
承
認
の
手
続
）

第 

十
二
条　

法
第
三
十
八
条
の
二
第
六
項
第
六
号
の
承
認
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
依
頼
等
の
承
認
」
と
い
う
。）

を
得
よ
う
と
す
る
再
就
職
者
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
様
式
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を

任
命
権
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

氏
名

　

二　

生
年
月
日

　

三　

離
職
時
の
職

　

四　

再
就
職
者
が
現
に
そ
の
地
位
に
就
い
て
い
る
営
利
企
業
等
の
名
称

　

五　

再
就
職
者
が
現
に
そ
の
地
位
に
就
い
て
い
る
営
利
企
業
等
の
業
務
内
容

　

六 　

離
職
前
五
年
間
（
再
就
職
者
が
法
第
三
十
八
条
の
二
第
四
項
又
は
第
八
項
に
規
定
す
る
職
に
就
い
て
い
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
に
就
い
て
い
た
期
間
を
含
む
。）
の
在
職
状
況
及
び
職
務
内
容

　

七 　

当
該
依
頼
等
の
承
認
の
申
請
に
係
る
職
員
の
職
又
は
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。）
の
役
員
の
職
及
び
そ
の
職
務
内
容

　

八 　

当
該
依
頼
等
の
承
認
の
申
請
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
第
六
項
第
六
号
の
要
求
又
は
依
頼
の
対
象
と
な
る
契

約
等
事
務
（
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
契
約
等
事
務
を
い
う
。）

　

九　

当
該
依
頼
等
の
承
認
の
申
請
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
第
六
項
第
六
号
の
要
求
又
は
依
頼
の
内
容
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十　

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

　

（
再
就
職
者
に
よ
る
依
頼
等
の
届
出
の
手
続
）

第 
十
三
条　

法
第
三
十
八
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
に
規
定
す
る
要
求
又
は
依
頼
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
依
頼
等
」
と
い
う
。）
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
様
式
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
人
事
委
員
会
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　

一　

氏
名

　

二　

生
年
月
日

　

三　

職

　

四　

依
頼
等
を
し
た
再
就
職
者
の
氏
名

　

五 　

前
号
の
再
就
職
者
が
そ
の
地
位
に
就
い
て
い
る
営
利
企
業
等
の
名
称
及
び
当
該
営
利
企
業
等
に
お
け
る
当
該
再

就
職
者
の
地
位

　

六　

依
頼
等
が
行
わ
れ
た
日
時

　

七　

依
頼
等
の
内
容

　

（
部
長
又
は
課
長
に
相
当
す
る
職
）

第 

十
四
条　

法
第
三
十
八
条
の
二
第
八
項
の
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
二
十
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
部
長
又
は
課
長
の
職
に
相
当
す
る
職
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る

職
と
す
る
。

　

一 　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
八
（
管
理
職
手
当
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
職
の
う
ち
同
表
の
区
分
欄
に
定
め
る
区
分

が
一
種
か
ら
四
種
ま
で
の
も
の
（
次
に
掲
げ
る
職
を
除
く
。）

　
　

イ　

部
制
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
一
号
）
に
定
め
る
部
の
長

　
　

ロ　

第
六
条
各
号
（
第
四
号
及
び
第
八
号
を
除
く
。）
に
掲
げ
る
職

　

二 　

地
方
機
関
（
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
地
方
機
関
及

び
宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
第
三
条
第
二
項
に

規
定
す
る
地
方
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
長
並
び
に
地
方
機
関
に
置
か
れ
る
支
所
の
長（
前
号
の
職
を
除
く
。）

　

三　

県
立
学
校
の
校
長

　

四 　

企
業
職
員
給
与
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
職

の
う
ち
同
表
の
区
分
欄
に
定
め
る
区
分
が
一
種
か
ら
四
種
ま
で
の
も
の
（
局
長
を
除
く
。）

　

五　

特
定
地
方
警
務
官
が
就
い
て
い
る
職
（
第
六
条
第
四
号
の
職
を
除
く
。）

　

 

（
部
課
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
の
役
職
員
に
類
す
る

者
）

第 

十
五
条　

法
第
三
十
八
条
の
二
第
八
項
の
国
家
行
政
組
織
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
長
又
は
課
長
の
職

に
相
当
す
る
職
と
し
て
前
条
で
定
め
る
職
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
部
課
長
等
の
職
」
と
い
う
。）
に
就
い
て
い

た
時
に
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
の
役
職
員
に
類
す
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
も
の
は
、
再
就
職
者
が
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に
就
い
て
い
た
部
課
長
等
の
職
が
廃
止
さ
れ
た

場
合
に
お
け
る
当
該
再
就
職
者
が
当
該
部
課
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
時
に
担
当
し
て
い
た
職
務
を
担
当
し
て
い
る

役
職
員
が
属
す
る
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
（
当
該
再
就
職
者
が
当
該
部
課
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た

時
に
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
を
除
く
。）
に
属
す
る
役
職
員
と
す
る
。

　

（
離
職
前
五
年
間
に
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
に
属
す
る
役
職
員
に
類
す
る
者
）

第 

十
六
条　

法
第
六
十
条
第
四
号
の
離
職
前
五
年
間
に
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
に
属
す

る
役
職
員
に
類
す
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
第
二
条
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
内
部
組
織
の
長
に
準
ず
る
職
）

第 

十
七
条　

法
第
六
十
条
第
五
号
の
地
方
自
治
法
第
百
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
直

近
下
位
の
内
部
組
織
の
長
の
職
に
準
ず
る
職
で
あ
っ
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
第
六
条
に
定
め
る
も

の
と
す
る
。

　

 

（
内
部
組
織
の
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
に
属
す
る
役

職
員
に
類
す
る
者
）

第 

十
八
条　

法
第
六
十
条
第
五
号
の
地
方
自
治
法
第
百
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
直

近
下
位
の
内
部
組
織
の
長
又
は
前
条
で
定
め
る
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関

の
組
織
等
に
属
す
る
役
職
員
に
類
す
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
第
七
条
に
定
め
る
も
の
と

す
る
。

　

（
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
に
属
す
る
役
職
員
に
類
す
る
者
）

第 

十
九
条　

法
第
六
十
条
第
六
号
の
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
に
属
す
る
役
職
員
に
類
す

る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
第
八
条
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
部
長
又
は
課
長
に
相
当
す
る
職
）

第 

二
十
条　

法
第
六
十
条
第
七
号
の
国
家
行
政
組
織
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
長
又
は
課
長
の
職
に
相
当

す
る
職
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
第
十
四
条
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

 
（
部
課
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
に
属
す
る
役
職
員
に

類
す
る
者
）

第 

二
十
一
条　

法
第
六
十
条
第
七
号
の
国
家
行
政
組
織
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
長
又
は
課
長
の
職
に
相

当
す
る
職
と
し
て
前
条
で
定
め
る
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
に

属
す
る
役
職
員
に
類
す
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
第
十
五
条
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
の
職
）
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第 

二
十
二
条　

条
例
第
三
条
の
管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
の
職
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

は
、
内
部
組
織
の
長
等
の
職
及
び
第
十
四
条
に
定
め
る
職
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
地
方
警
務
官
（
国
家
公
務
員
法

第
百
六
条
の
二
十
三
第
三
項
に
規
定
す
る
管
理
職
職
員
で
あ
る
者
に
限
る
。）
が
就
い
て
い
る
職
を
除
く
。

　

（
任
命
権
者
へ
の
再
就
職
の
届
出
を
要
し
な
い
場
合
）

第 

二
十
三
条　

条
例
第
三
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

　

一 　

任
命
権
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
要
請
に
応
じ
地
方
公
務
員
又
は
国
家
公
務
員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
地
方
公
務
員
等
」
と
い
う
。）
と
な
る
た
め
退
職
し
、
引
き
続
き
地
方
公
務
員
等
と
な
っ
た
場
合

　

二　

法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
場
合

　

三 　

営
利
企
業
以
外
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
地
位
に
就
い
た
場
合
で
あ
っ
て
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
額
以
下
の

報
酬
を
得
る
場
合

　

（
任
命
権
者
へ
の
再
就
職
の
届
出
）

第 

二
十
四
条　

条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届

出
書
を
、
離
職
し
た
職
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
の
任
命
権
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

条
例
第
三
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

　

一　

氏
名

　

二　

生
年
月
日

　

三　

離
職
時
の
職

　

四　

離
職
日

　

五　

再
就
職
日

　

六　

再
就
職
先
の
名
称

　

七　

再
就
職
先
の
業
務
内
容

　

八　

再
就
職
先
に
お
け
る
地
位

　

九　

そ
の
他
任
命
権
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
教
育
長
（
以
下
「
旧
教
育
長
」
と
い
う
。）
は
、
法
第
三
十

八
条
の
二
第
四
項
の
地
方
自
治
法
第
百
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
直
近
下
位
の
内

部
組
織
の
長
の
職
に
準
ず
る
職
で
あ
っ
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３ 　

第
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
教
育
長
は
、
法
第
六
十
条
第
五
号
の
地
方
自
治
法
第
百
五
十
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
直
近
下
位
の
内
部
組
織
の
長
の
職
に
準
ず
る
職
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

４ 　

第
二
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
教
育
長
は
、
条
例
第
三
条
の
管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
の
職

と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号

　
　
　

人
事
委
員
会
の
権
限
（
職
員
の
退
職
管
理
）
の
一
部
の
委
任

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二
―
二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
地

方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
及
び
人
事
委
員
会
規
則
十
四
―
〇
（
職
員
の
退
職
管
理
に
関

す
る
規
則
）
に
定
め
る
人
事
委
員
会
の
権
限
の
一
部
の
委
任
に
関
し
、
次
の
と
お
り
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

一　

受
任
者

　
　

宮
城
県
人
事
委
員
会
事
務
局
長

二　

委
任
す
る
権
限

　

㈠　

地
方
公
務
員
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
三
十
八
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

　

㈡　

法
第
三
十
八
条
の
三
に
規
定
す
る
報
告
を
受
理
す
る
こ
と
。

　

㈢　

法
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
を
受
理
す
る
こ
と
。

　

㈣ 　

法
第
三
十
八
条
の
四
第
二
項
又
は
第
三
十
八
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
調
査
の
経
過
に
つ
い
て
任
命
権

者
に
報
告
を
求
め
る
こ
と
。

　

㈤　

法
第
三
十
八
条
の
四
第
三
項
又
は
第
三
十
八
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
報
告
を
受
理
す
る
こ
と
。

　

㈥　

規
則
十
四
―
〇
第
十
一
条
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

　

㈦　

規
則
十
四
―
〇
第
十
二
条
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
様
式
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

　

㈧　

規
則
十
四
―
〇
第
十
三
条
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
様
式
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

　

㈨　

規
則
十
四
―
〇
第
二
十
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
額
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

三　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日宮

城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
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〇
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
一
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
地
先
海
面
に
お

け
る
総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
を
使
用
す
る
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
（
ま
ぐ
ろ
、
か
じ
き
、
か
つ
お
、
さ
め

等
の
採
捕
を
目
的
と
す
る
流
し
網
漁
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
操
業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
制
限
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九
日

 

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会　

長　
　

畠　
　

山　
　

喜　
　

勝　
　
　

一　

制
限
期
間

　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二　

操
業
の
承
認

　

 　

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
の
操
業
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
漁
船
ご
と
に
、
別
記
平
成
二
十
八
年
度
か
じ
き
等

流
し
網
漁
業
操
業
承
認
事
務
取
扱
要
領
（
以
下
「
要
領
」
と
い
う
。）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
宮
城
海
区
漁
業

調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三　

操
業
の
承
認
の
対
象

 　

 　

次
の
１
又
は
２
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
。
た
だ
し
、
委
員
会
が
漁
業
調
整
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場

合
に
は
承
認
の
対
象
と
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。

　

１ 　

前
年
度
に
お
い
て
承
認
を
受
け
て
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
を
営
み
、
か
つ
、
宮
城
県
内
の
港
に
漁
獲
物
を
陸
揚

げ
し
た
実
績
を
有
す
る
者

　

２　

そ
の
他
委
員
会
が
認
め
た
者

四　

漁
獲
物
の
陸
揚
制
限

　

 　

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
を
操
業
す
る
者
は
、
原
則
と
し
て
、
本
県
の
漁
港
に
漁
獲
物
を
水
揚
げ
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

五　

操
業
の
承
認
の
条
件
及
び
制
限

　
　

操
業
の
承
認
に
は
、
次
の
条
件
を
付
す
る
。

　

１　

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
に
際
し
、
承
認
証
を
当
該
漁
船
に
備
え
付
け
る
こ
と
。

　

２　

操
業
の
承
認
を
受
け
た
漁
船
に
は
、操
業
期
間
中
別
記
様
式
第
一
号
の
標
識
を
船
橋
の
両
側
に
表
示
す
る
こ
と
。

　

３　

禁
止
区
域

　
　

 　

次
の
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
、
オ
、
カ
及
び
キ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
、
海
岸
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域
の
う
ち
、
宮
城
県
の
地
先
海
面
に
お
い
て
は
、
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
を
操
業
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　

ア　

岩
手
県
大
船
渡
市
首
崎
突
端

　
　

イ　

岩
手
県
大
船
渡
市
首
崎
突
端
正
東
十
海
里
の
点

　
　

ウ　

宮
城
県
気
仙
沼
市
御
崎
突
端
正
東
十
海
里
の
点

　
　

エ　

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
崎
突
端
正
東
十
海
里
の
点

　
　

オ　

宮
城
県
石
巻
市
金
華
山
頂
上
正
東
十
海
里
の
点

　
　

カ　

宮
城
県
と
福
島
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
正
東
二
十
五
海
里
の
点

　
　

キ　

宮
城
県
と
福
島
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点

　

４　

漁
具
の
制
限

　
　

㈠　

宮
城
県
地
先
海
面
で
使
用
す
る
漁
具
の
総
延
長
は
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
り
、
か
つ
、
網
目
は
十
五

　
　
　

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈡　

二
枚
以
上
の
網
地
を
重
ね
合
わ
せ
た
流
し
網
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

５　

漁
具
の
標
識

　
　
　

敷
設
し
た
流
し
網
の
次
に
掲
げ
る
浮
標
は
、
水
面
上
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
に
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈠　

両
端
部
の
浮
標

　
　
　

 　

昼
間
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
標
識
及
び
レ
ー
ダ
ー
反
射
板
（
金
属
性
の
も
の
に
限
る
。
以
下

同
じ
。）、
夜
間
に
あ
っ
て
は
白
色
の
灯
火
及
び
レ
ー
ダ
ー
反
射
板

　
　

㈡　

中
間
部
の
お
お
む
ね
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
の
浮
標

　
　
　
　

昼
間
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
標
識
、
夜
間
に
あ
っ
て
は
白
色
の
灯
火

　
　

㈢ 　

㈠
及
び
㈡
の
灯
火
は
夜
間
に
お
い
て
視
界
が
良
好
な
場
合
に
、
少
な
く
と
も
二
海
里
離
れ
た
所
か
ら
視
認
さ

れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　

　

６　

塗
装
し
な
い
船
舶
の
使
用
禁
止

　
　

 　

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
に
使
用
す
る
船
舶
は
、
船
橋
の
周
囲
を
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
幅
で
帯
状
に
黒
色
で

塗
装
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　

　

７ 　

１
か
ら
６
ま
で
の
条
件
及
び
制
限
の
ほ
か
、
特
定
大
臣
許
可
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
（
平
成
六
年
農

林
水
産
省
令
第
五
十
四
号
）
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　　
　
　

　

８　

漁
獲
成
績
報
告
書
の
提
出
の
義
務

　
　

 　

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
終
了
後
一
か
月
以
内
に
漁
獲
成
績
報
告
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

六　

承
認
の
取
消
し

　
　

こ
の
指
示
に
違
反
し
た
場
合
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

　
　
　

平
成
二
十
八
年
度
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
事
務
取
扱
要
領

　

（
操
業
の
承
認
申
請
）

第 

一　

操
業
の
承
認
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
を
そ
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の
住
所
地
を
管
轄
す
る
地
方
振
興
事
務
所
を
経
由
し
、
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号　

宮
城
県
農
林
水
産
部
水
産
業
振
興
課
内
。
以
下「
委
員
会
」と
い
う
。）に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

 　

な
お
、
県
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
が
操
業
承
認
申
請
す
る
場
合
は
、
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

の
副
申
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２ 　

操
業
承
認
申
請
書
の
受
理
期
間
は
、
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
の
制
限
に
関
す
る
委
員
会
指
示
（
以
下
「
委
員
会
指

示
」
と
い
う
。）
の
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
七
日
ま
で
と
す
る
。

３　

操
業
承
認
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

　

㈠　

操
業
承
認
申
請
一
覧
表
（
様
式
第
二
号
）

　

㈡ 　

委
員
会
指
示
三
の
１
に
該
当
す
る
者
は
水
揚
仕
切
書
写
、
漁
獲
物
陸
揚
証
明
書
（
様
式
第
三
号
）、
そ
の
他
の

者
は
申
請
理
由
書

　

㈢　

印
鑑
証
明
書

　

㈣　

漁
船
原
簿
謄
本

　

㈤　

年
間
事
業
計
画
書
（
様
式
第
四
号
）

　

㈥　

共
同
申
請
の
場
合
は
、
代
表
者
選
定
届
及
び
申
請
理
由
書

　

㈦　

用
船
の
場
合
は
、
船
舶
使
用
承
諾
書
及
び
申
請
理
由
書

　

㈧　

代
船
の
場
合
は
、
旧
船
の
廃
業
届
又
は
抹
消
漁
船
原
簿
謄
本

　

㈨　

㈠
〜
㈧
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
書
類

　

（
承
認
証
の
交
付
）

第 

二　

委
員
会
は
、
操
業
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
次
の
表
の
下
欄
に
揚
げ
る
漁
港
で
、
当
該
承
認
に
係
る
漁
船
（
漁

ろ
う
装
置
、
漁
網
を
含
む
。）
を
確
認
の
上
、
操
業
承
認
証
（
様
式
第
五
号
。
以
下
「
承
認
証
」
と
い
う
。）
を
申
請

者
又
は
操
業
責
任
者
に
交
付
す
る
。

２ 　

承
認
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
承
認
証
の
交
付
を
希
望
す
る
漁
港
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
地
方
振
興
事
務
所
水
産
漁
港
部
に
連
絡
の
上
、
承
認
証
交
付
申
請
書
（
様
式
第
六
号
）
を
提
出
し
、
そ
の
指

示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興

事
務
所
水
産
漁
港
部

塩
釜
市
新
浜
町
一
丁
目
九－

一

　

電
話　

〇
二
二－

三
六
六－

一
二
三
一

塩

釜

港

宮
城
県
東
部
地
方
振
興

事
務
所
水
産
漁
港
部

石
巻
市
東
中
里
一
丁
目
四－

三
十
二

　

電
話　

〇
二
二
五－

九
五－

一
四
七
三

女

川

港

石

巻

港

宮
城
県
気
仙
沼
地
方
振

興
事
務
所
水
産
漁
港
部

気
仙
沼
市
赤
岩
杉
ノ
沢
四
七－

六

　

電
話　

〇
二
二
六－

二
二－

六
八
五
一

気

仙

沼

港

志

津

川

港

　

（
承
認
証
の
書
換
え
交
付
）　
　
　
　
　
　

第 

三　

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
承
認
証
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
操
業
承
認
証
書

　

換
交
付
申
請
書
（
様
式
第
七
号
）
を
委
員
会
に
提
出
し
、
書
換
え
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
号
の
場
合
に
は
、
第
一
の
３
の
㈨
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　

（
承
認
証
の
再
交
付
）

第
四 　

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
承
認
証
を
滅
失
し
、
又
は
き
損
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
操
業
承
認
証
再
交

付
申
請
書
（
様
式
第
八
号
）
を
委
員
会
に
提
出
し
、
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
漁
獲
成
績
報
告
書
の
様
式
）

第
五　

委
員
会
指
示
五
の
８
に
定
め
る
漁
獲
成
績
報
告
書
は
、
様
式
第
九
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。



第2734号　平成28年２月19日　金曜日 （14）宮　　城　　県　　公　　報
（
別
記
）

　
指
示
様
式
第
1
号

宮
か
じ
き
第
　
　
号

　
１
 　
文
字
及
び
数
字
（
承
認
番
号
）
の
大
き
さ
は
，
８
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
，
太
さ
は
1.5セ

ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
上
と
す
る
。

　
２
 　
文
字
，
数
字
（
承
認
番
号
）
及
び
枠
は
，
夜
光
塗
料
を
配
合
し
た
朱
色
と
す
る
。

　
指
示
様
式
第
2
号

船
　
　
　
　
　
名

根
　
拠
　
地
　
名

　
１
　
標
識
は
，
黄
色
の
布
地
と
す
る
。

　
２
　
標
識
の
大
き
さ
は
，
縦
横
と
も
80セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

要
領
様
式
第
1
号

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
申
請
書

 
年
　
　
月
　
　
日

　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
長
　
殿

 
住
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　

 
住
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
の
操
業
の
承
認
を
受
け
た
い
の
で
，
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

記

　
１
　
操
業
期
間
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で

　
２
　
操
業
区
域
　
宮
城
県
地
先
海
面

　
３
　
使
用
船
舶

　
　
⑴
　
船
　
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸

　
　
⑵
　
漁
船
登
録
番
号

　
　
⑶
　
総
ト
ン
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ン

　
　
⑷
　
機
関
の
種
類
及
び
馬
力
数
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ
Ｓ
又
は
キ
ロ
ワ
ッ
ト

　
４
　
承
認
証
交
付
希
望
港

 
（
Ａ
４
縦
）



（15）　平成28年２月19日　金曜日 第2734号宮　　城　　県　　公　　報
要
領
様
式
第
2
号

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
申
請
一
覧
表

 
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　
　
　
　
　
　

 
漁
業
協
同
組
合
長
　
㊞
　

 
（
支
所
運
営
委
員
長
）
　
　

※
承
認
番
号

漁
船
登
録
番
号

船
　
　
　
名

総
ト
ン
数

馬
力
数

操
業
期
間

申
　
　
　
　
　
　
請
　
　
　
　
　
　
者

承
認
証

交
　
　
付

希
望
港

前
年
度

承
認
番
号

※
前
年
度

実
績
の

有
　
　
無

住
　
　
　
　
　
　
　
所

氏
　
　
　
名

　
　
※
印
は
記
入
し
な
い
こ
と
。

 
（
Ａ
４
横
）



第2734号　平成28年２月19日　金曜日 （16）宮　　城　　県　　公　　報
要
領
様
式
第
3
号

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
漁
獲
物
陸
揚
証
明
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

 
宮
城
県
　
　
　
　
魚
市
場
　
㊞
　
　
　

　
 　
下
記
の
と
お
り
当
市
場
に
陸
揚
げ
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
。

記

　
１
　
船
　
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸

　
２
　
漁
船
登
録
番
号

　
３
　
総
ト
ン
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ン

　
４
　
機
関
の
種
類
及
び
馬
力
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ
Ｓ
又
は
キ
ロ
ワ
ッ
ト

　
５
　
所
有
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
６
　
陸
揚
実
績
表
　

 
項
　
目

月
　
日

魚
　
　
種
　
　
別
　
　
漁
　
　
獲
　
　
高

合
　
　
　
　
　
計

ま
ぐ
ろ

か
じ
き

か
つ
お

そ
の
他

月
　
　
日

㎏
㎏

㎏
㎏

㎏

円
円

円
円

円

月
　
　
日

㎏
㎏

㎏
㎏

㎏

円
円

円
円

円

月
　
　
日

㎏
㎏

㎏
㎏

㎏

円
円

円
円

円

月
　
　
日

㎏
㎏

㎏
㎏

㎏

円
円

円
円

円

月
　
　
日

㎏
㎏

㎏
㎏

㎏

円
円

円
円

円

 
（
Ａ
４
縦
）

要
領
様
式
第
4
号

年
　
　
間
　
　
事
　
　
業
　
　
計
　
　
画
　
　
書

　
　
　
船
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸
　
　
　
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
漁
業
種
類

区
　
　
分

漁
業

漁
業

漁
業

合
　
　
計

漁
獲
物
の
種
類

操
業

期
間

操
業

日
数

航
　
　
海
　
　
数

漁
獲
予
想
数
量

漁
獲
予
想
金
額

乗
組

員
数

所　　要　　経　　費

人
件

費

燃
料

費

　
費

　
費

　
費

　
費

合
計

 
（
Ａ
４
縦
）



（17）　平成28年２月19日　金曜日 第2734号宮　　城　　県　　公　　報
要
領
様
式
第
5
号

（
表
）

 
宮
か
じ
き
第
　
　
　
　
　
号

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
証

 
住
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
か
ら
　
　
　
　
　

１
　
操
業
期
間

 
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
ま
で
　
　
　
　
　

２
　
操
業
区
域
　
　
　
　
宮
城
県
地
先
海
面

３
　
使
用
船
舶

　
⑴
　
船
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸

　
⑵
　
漁
船
登
録
番
号

　
⑶
　
総
ト
ン
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ン

　
⑷
　
機
関
の
種
類
及
び
馬
力
数
　
ジ
ー
ゼ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ
Ｓ
又
は
キ
ロ
ワ
ッ
ト

４
　
条
件
及
び
制
限
（
裏
面
記
載
の
と
お
り
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

 
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
会
　
　
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

 
（
Ａ
４
縦
）

要
領
様
式
第
5
号

（
裏
）

条
　
件
　
及
　
び
　
制
　
限

１
　
操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
，
操
業
に
際
し
，
承
認
証
を
当
該
漁
船
に
備
え
付
け
る
こ
と
。

２
　
操
業
の
承
認
を
受
け
た
漁
船
に
は
，操
業
期
間
中
別
記
様
式
第
１
号
の
標
識
を
船
橋
の
両
側
に
表
示
す
る
こ
と
。

３
　
禁
止
区
域

　
 　
次
の
ア
，
イ
，
ウ
，
エ
，
オ
，
カ
及
び
キ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
，
海
岸
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域
の
う
ち
，
宮
城
県
の
地
先
海
面
に
お
い
て
は
，
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
を
操
業
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
ア
　
岩
手
県
大
船
渡
市
首
崎
突
端

　
イ
　
岩
手
県
大
船
渡
市
首
崎
突
端
正
東
10海
里
の
点

　
ウ
　
宮
城
県
気
仙
沼
市
御
崎
突
端
正
東
10海
里
の
点

　
エ
　
宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
崎
突
端
正
東
10海
里
の
点

　
オ
　
宮
城
県
石
巻
市
金
華
山
頂
上
正
東
10海
里
の
点

　
カ
　
宮
城
県
と
福
島
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
正
東
25海
里
の
点

　
キ
　
宮
城
県
と
福
島
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点

４
　
漁
具
の
制
限

　
⑴
 　
宮
城
県
地
先
海
面
で
使
用
す
る
漁
具
の
総
延
長
は
12キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
り
，
か
つ
，
網
目
は
15セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑵
　
２
枚
以
上
の
網
地
を
重
ね
合
わ
せ
た
流
し
網
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

５
　
漁
具
の
標
識

　
 　
敷
設
し
た
流
し
網
の
次
に
掲
げ
る
浮
標
は
，
水
面
上
２
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
に
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑴
　
両
端
部
の
浮
標

　
　
 　
昼
間
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
２
号
に
よ
る
標
識
及
び
レ
ー
ダ
ー
反
射
板
（
金
属
性
の
も
の
に
限
る
。
以
下

同
じ
。），
夜
間
に
あ
っ
て
は
白
色
の
灯
火
及
び
レ
ー
ダ
ー
反
射
板

　
⑵
　
中
間
部
の
お
お
む
ね
３
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
の
浮
標

　
　
 　
昼
間
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
２
号
に
よ
る
標
識
，
夜
間
に
あ
っ
て
は
白
色
の
灯
火

　
⑶
 　
⑴
及
び
⑵
の
灯
火
は
夜
間
に
お
い
て
視
界
が
良
好
な
場
合
に
，
少
な
く
と
も
２
海
里
離
れ
た
所
か
ら
視
認
さ

れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
塗
装
し
な
い
船
舶
の
使
用
禁
止

　
 　
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
に
使
用
す
る
船
舶
は
，
船
橋
の
周
囲
を
30セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
幅
で
帯
状
に
黒
色
で
塗

装
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
 　
１
か
ら
６
ま
で
の
条
件
及
び
制
限
の
ほ
か
，
特
定
大
臣
許
可
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
（
平
成
６
年
農

林
水
産
省
令
第
54号
）
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
漁
獲
成
績
報
告
書
の
提
出
の
義
務

　
 　
操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
，
操
業
終
了
後
１
か
月
以
内
に
漁
獲
成
績
報
告
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

９
　
承
認
の
取
消
し

　
　
 　
こ
の
指
示
に
違
反
し
た
場
合
は
，
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。



第2734号　平成28年２月19日　金曜日 （18）宮　　城　　県　　公　　報
要
領
様
式
第
6
号

承
　
認
　
証
　
交
　
付
　
申
　
請
　
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
地
方
振
興
事
務
所
長
　
殿

　
　
（
水
産
漁
港
部
扱
い
）

　
　
　
　
船
主
又
は
操
業
責
任
者

 
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　
　

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
宮
漁
委
第
　
　
　
号
で
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
の
操
業
の
承
認
を
受
け
ま
し
た

が
，
出
漁
の
準
備
が
完
了
し
た
の
で
，
確
認
の
上
承
認
証
の
交
付
を
受
け
た
く
下
記
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。

記

　
１
　
承
認
番
号
　
　
宮
か
じ
き
第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

　
２
　
船
　
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸

　
３
　
漁
船
登
録
番
号
 

　
４
　
総
ト
ン
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ン

　
５
　
希
望
日
時
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　
　
時

　
６
　
交
付
希
望
港
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
港

　
７
　
そ

の
他
　
　
（
連
絡
先
等
）

 
（
Ａ
４
縦
）

要
領
様
式
第
7
号

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
長
　
殿

 
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
証
書
換
交
付
申
請
書

　
 　
先
に
交
付
を
受
け
た
承
認
証
の
記
載
事
項
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
い
の
で
，
書
換
え
交
付
を
申
請
し
ま
す
。

記

　
１
　
承
認
番
号
　
　
宮
か
じ
き
第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

　
２
　
船
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸

　
３
　
記
載
事
項
　
　
　
　

変
　
　
　
　
更
　
　
　
　
前

変
　
　
　
　
更
　
　
　
　
後

　
４
　
書
換
を
必
要
と
す
る
理
由

 
（
Ａ
４
縦
）



（19）　平成28年２月19日　金曜日 第2734号宮　　城　　県　　公　　報
要
領
様
式
第
8
号

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
長
　
殿

 
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
証
再
交
付
申
請
書

　
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
証
を
滅
失
（
き
損
）
し
た
の
で
，
再
交
付
を
申
請
し
ま
す
。

記

　
１
　
承
認
番
号
　
　
宮
か
じ
き
第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

　
２
　
船
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸

　
３
　
滅
失
（
き
損
）
の
理
由

 
（
Ａ
４
縦
）



第2734号　平成28年２月19日　金曜日 （20）宮　　城　　県　　公　　報
要
領
様
式
第
9
号

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
漁
獲
成
績
報
告
書

　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
長
　
殿

様
　
式
　
番
　
号

県
名

漁
業

種
類

整
理
番
号

漁
船
登
録
番
号

ト
　
ン
　
数

Ｐ
Ｓ
又
は

キ
ロ
ワ
ッ
ト

漁
法

通
常
従

業
員
数

陸
　
　
　
　
　
揚
　
　
　
　
　
港

１
２
～
６

７
・
８
９
・
10
11・
12

13～
15

16～
20

21～
25

26～
29

30
31・
32

33～
35

36～
38

＆
１
１
６
１
２
０
０
＊
＊
４
３
＊
＊
＊

＊
港

港

航
海
日
数

操
業
日
数

39～
41

42～
44

45～
51

52～
54

＊
～
＊

＊
＊
＊

投
網
年
月
日

投
　
　
網
　
　
位
　
　
置
　
　
等

網
魚
　
　
　
種
　
　
　
別
　
　
　
漁
　
　
　
獲
　
　
　
量
　
　
　
（
尾
　
　
　
数
）

備
　
　
　
考

年
月

日
北　緯

南　緯
緯
　
度
東　経

西　経
経
　
度

農
林
漁
区
表
面
水
温

（
℃
）

投
　
網

反
　
数

（
反
）

１反の
長
さ

（
ｍ
）

目合の
大きさ
（
㎝
）

か
　
　
　
じ
　
　
　
き
　
　
　
類

ま
　
　
ぐ
　
　
ろ
　
　
類

か
つ
お
もう
か
ざ
め

（
ね
ず
み
）
よ
し
き
り

ざ
　
　
め

し
　
ま

が
つ
お

あ
　
ろ

つ
な
す

そ
の
他

め
か
じ
き
ま
か
じ
き

く
　
ろ

か
じ
き

し
　
ろ

か
じ
き

ば
し
ょ
う

か
じ
き
ふ
う
ら
い

か
じ
き

く
　
ろ

ま
ぐ
ろ

び
ん
な
が

め
ば
ち

き
は
だ

55565758596061
62
63度

分
66
67

68
度
分
72

73～
76

77～
80

81～
83
84858687

88～
91

92～
95

96～
99

100～
103

104～
107

108～
111

112～
115

116～
119

120～
123

124～
127

128～
131

132～
135

136～
139

140～
143

144～
147

148～
151

＊
１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊
＊

１
２

１
２

＊

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

漁
　
獲
　
尾
　
数

陸
　
揚
　
重
　
量
（
㎏
）

備
　
考

１
　
投
網
年
月
日
，
投
網
位
置
等
，
網
及
び
魚
種
別
漁
獲
量
の
欄
は
，
操
業
一
日
ご
と
に
記
入
す
る
こ
と
。

２
　
投
網
位
置
は
，
緯
経
度
又
は
農
林
漁
区
番
号
の
い
ず
れ
か
一
方
を
記
入
す
れ
ば
よ
い
。
ま
た
，
緯
経
度
は
分
の
単
位
ま
で
記
入
し
，
北
緯
，
南
緯
，
東
経
，
西
経
の
別
は
い
ず
れ
か
一
方
に
〇
印
を
つ
け
る
こ
と
。

３
　
＊
印
を
付
し
た
欄
は
，
記
入
し
な
い
こ
と
。

住
所

報
告
者
氏
名

　
㊞

船
名

　
丸

年
月
分
報
告

平
成
　
　
　
年
　
　
　
月
分

報
告
年
月
日

平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
日


